
令和３年７月に川崎市成年後見支援センターが開設され、５年度目に
入りました。成年後見支援センターでは、川崎市における権利擁護支援
の地域連携ネットワーク構築を推進するため、①広報、②相談、③成年
後見制度利用促進、④後見人支援の４つの機能を実施しています。
今回は、令和７年度の活動を報告します。

令和７年１０月
第１３号

①広報

①センターの広報
地域包括支援センター、障害者相談支援センター、
医療機関、相談支援機関等、計４０８箇所に直接広報

②市民向けリーフレットの配架依頼
郵便局・川崎信用金庫・JAセレサ川崎の
市内全店、行政機関、医療機関、相談
支援機関等、１，０００箇所以上に広報

③市民向け研修（２回）
『成年後見制度について』
第１回（９/１２）参加者数３０名
第２回（3/５）参加者数３６名
※第2回は会場とオンラインの併用開催

④関係機関向け研修（２回）
第１回（７/２９）『成年後見制度の概要』
参加者数４２名

第２回（１１/１１）『任意後見制度について』
参加者数２６名

⑤各区あんしんセンターによる
出張講座 ４３件（延べ852名参加）

⑥ニュースレターの発行
3回発行（6月・10月・２月）
相談支援機関および区役所に配布
※市社協ホームページにも掲載

⑦成年後見制度パンフレットの配布
相談支援機関、区役所等行政機関
などに配布

市民向け
リーフレット

成年後見制度
パンフレット

①初回相談件数 ８３６件

②申立支援件数 ８８件
※後見人等が選任された件数 ５６件
内訳：補助９件、保佐２１件、後見２６件

（うち日常生活自立支援事業利用者２件）

③専門相談 ４６件
内訳：弁護士１８件、司法書士１８件、

社会福祉士１０件
こんな相談がありました…

（弁）制度を利用しての不動産処分、相続、訴訟など
（司）将来の備えのための任意後見や任意代理。

相続 、不動産処分のための制度利用など
（社）障害のある子どもの親亡き後の後見制度の活用、

身寄りが無く将来の制度利用など

④専門職派遣 １１件
内訳：弁護士３件、司法書士６件

社会福祉士２件
こんな派遣がありました…

（弁）制度利用にあたり、民事信託等との整理の助言
（司）将来のことがまとめきれない高齢者に制度の

必要性、死後のことなど課題に助言
（社）成年後見制度を使った場合、後見人がどのよう

なことをしてくれるか。イメージ等の助言

③利用促進
①申立書書き方講座（７/２９）
参加者数３８名

②市民後見人養成
第７期市民後見人養成研修 基礎研修の実施
１５名受講 ※今年度開催の実践研修に１４名受講

③市民後見人フォローアップ研修
2回実施（７/２・１/２４）
参加者数延べ５５名

④成年後見制度シンポジウム（２/２２）
参加者数３５名
※シンポジウム後の士業相談会 相談件数７件

④後見人支援

①親族後見人向け研修 2回実施
８/５・1/２９に実際に後見人に
なっている親族が延べ７名参加

②親族後見人支援 ２件

令和７年度の研修等の予定については
４面をご覧ください！

川崎市社協
キャラクター
ななふく

②相談

本号の２・３面の特集記
事は『任意後見制度』に
ついてです。
ぜひ、ご活用ください！



将来の不安に備える～任意後見制度～

～手続きの流れ（イメージ）～

監督

判断能力十分 判断能力不十分

任意後見受任者
（将来の任意後見人）

本人が信頼する人
（専門職に依頼も可能）

任意後見契約締結
（公正証書で作成）

任意後見監督人
選任の申立て

任意後見監督人の選任
※任意後見監督人とは、任意後見人
が正しく事務を行っているか
チェックする専門職のこと。

任意後見人として活動

公 証 役 場

誰に、何をやってもらうかを
前もって決めておかないと
いけないのね！

終 了

本人死亡

終 了 事 由

①本人や任意後見人の
死亡・破産

②任意後見人の解任
③任意後見契約の解除
※任意後見監督人の
選任前後で手続き
が異なる。

④本人の利益のため特
に必要と認められて
法定後見が開始した
場合

本人の判断能力
の低下

任意後見監督人 本人任意後見人

監督 支援

注
意
点

！
◎ポイント１
任意後見監督人の選任は必ず必要になります。
家庭裁判所が弁護士や司法書士などの専門職を選任します。

◎ポイント２
任意後見監督人選任の申立てができるのは、本人・配偶者・
四親等内の親族・任意後見受任者になります。

◎ポイント３
本人以外の請求により任意後見監督人選任の申立てをする
場合、本人が意思表示できない時を除いて、本人の同意を
得る必要があります。

☆任意後見契約と一緒に締結することの多い委任契約

●本人についての書類
・印鑑登録証明書
・戸籍謄本
・住民票

●任意後見受任者についての書類
・印鑑登録証明書
・住民票

契約に必要な書類 費 用

●任意後見契約書作成費用

・公正証書作成基本手数料：11,000円
・登記嘱託手数料：1,400円
・登記所に納付する印紙代：2,600円
※他にも正本作成手数料や切手代等の費用
がかかります。

●任意後見監督人選任申立費用

・申立手数料：800円
・登記嘱託手数料：1,400円
・郵便切手代：3,700円
※他にも戸籍謄本や住民票の発行手数料、
診断書料等がかかります。

●任意後見開始後にかかる費用

・任意後見人の報酬：任意後見契約の中で定めた額
・任意後見監督人への報酬：
本人の財産、監督事務の内容、任意後見人の報酬
額等の諸事情を考慮して家庭裁判所が決定した額
※その他、後見事務の処理に必要な諸経費がかか
ります。

公証役場

☆任意後見契約の内容

本人に代わって契約等の法律行為を行う権限を「代理権」といいます。任意後見契約では、将来、任意後見人が代理権
を使って本人を支援する内容をあらかじめ契約で決めておきます。
契約内容の例
●生活・療養看護に関すること
（医療・入院・施設入所・福祉サービス等の契約）
●財産管理に関すること
（不動産・預貯金の管理、定期的な収入の受領や費用の支払）

任意後見人は「取消権」を持つことはできません。
取消権とは、本人が成年後見人等の同意を得ないで
重要な契約行為を行った場合、成年後見人等がその
行為を無効なものとする権限です。取消権が必要な
場合は、法定後見制度の申立てをする必要があります。

取消権！

[住所]川崎区駅前本町3-1
NMF川崎東口ビル11階

[電話]044-222-7264

[住所]高津区溝口3-14-1
田中屋ビル2階

[電話]044-811-0111

見守り契約
任意後見人となる予定の方が、定期的に電話連絡や訪問をすることで、本人の生活状況や健康状態を
把握し、信頼関係を築きます。そのため、本人の判断能力が低下した時にいち早く気付くことができ
ます。なお、見守り内容については、自由に決めることができます。

任意代理契約
（財産管理等委任契約）

判断能力はしっかりしているが、身寄りなど頼れる人がいない場合に、様々な事務手続や金銭管理等
を委任契約を結んで支援してもらうことができます。例えば、入院時の手続きや入院費の支払いなど
委任契約を結んでおくことで、入院時の対応をスムーズに進めてもらうことができます。

死後事務委任契約 本人が亡くなった後の葬儀や埋葬、医療費や施設利用料等の清算、遺品整理等、相続手続き以外の死
後に発生する手続や事務処理を生前に信頼できる第三者に頼むことができます。

※前号にて委任契約
の特集を掲載して
います
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